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佐賀市の給与・定員等について 
（１） 総括  

 

 ① 人件費の状況［普通会計決算］ 

区 分 
住民基本台帳人口 

(H17.3.31) 
歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

平成15年度 

の人件費率 

平成16年度  人 

－ 

千円 

－ 

千円 

－ 

千円 

－ 

％ 

－ 

％ 

－ 

 

 ②  職員給与費の状況［普通会計予算］（平成１７年１０月１日現在） 

給 与 費 

区 分 
職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

一人当たり 

給与費 

（Ｂ／Ａ） 

平成17年度 

（合併後） 

人 

1,389 

千円 

2,898,903 

千円 

639,670 

千円 

1,242,163 

千円 

4,780,736 

千円 

3,442 

   （注）１ 職員手当には、退職手当を含 みません。 

       ２ 給与費は、合併当初に計上された額です。 

 

 ③ 特記事項  

平成１７年１０月１日に、１市３町１村（佐賀市､諸富町､大和町､富士町､三瀬村）により

合併しました。 

 

（２） 職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

 ① 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況  

 ［一般行政職］ 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

佐賀市 

（平成１７年１０月１日現在） 
４２.１歳 ３４３,８９５円 ３６７,８８４円 

国 

（平成１７年４月１日現在） 
４０.３歳 ３２９,７２８円 ３８２,０９２円 

 

 ［技能労務職］  

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

佐賀市 

（平成１７年１０月１日現在） 
４７.２歳 ３５５,３０９円 ３７２,７７４円 

国 

（平成１７年４月１日現在） 
４８.１歳 ２８５,００８円 ３６１,３５０円 

（注）１ 「平均給料月額」とは、職種ごとの職員の基本給を平均したものです。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当などの諸手当の

額を合計したものです。 
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 ② 職員の初任給の状況  

佐賀市 

（平成１７年１０月１日現在） 

国 

（平成１７年４月１日現在） 区 分 

初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料 

大学卒 １７０,７００円 １８４,４００円 １７０,７００円 １８４,４００円 
一般行政職 

高校卒 １３８,８００円 １４８,５００円 １３８,８００円 １４８,５００円 

技能労務職 高校卒 １３４,４００円 １４３,３００円 －円 －円 

 

 ③ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成１７年１０月１日現在） 

区 分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

大学卒 ２８５,６４９円 ３２９,６２８円 ３７７,１７１円 
一般行政職 

高校卒 ２２４,８０８円 ２８８,２３８円 ３３９,９２５円 

技能労務職 高校卒 －円 ２８４,３６７円 ３１３,０２０円 

 

 

（３） 一般行政職の級別職員数等の状況（平成１７年１０月１日現在） 
 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１０級 部長の職務又は相当職 １１人 ０.８％ 

９級 副部長の職務又は相当職 １９人 １.５％ 

８級 困難な業務を所掌する課長の職務又は相当職 ８０人 ６.２％ 

７級 
１ 課長の職務又は相当職 

２ 困難な業務を処理する副課長の職務又は相当職 
１８８人 １４.５％ 

６級 
１ 副課長の職務又は相当職 

２ 困難な業務を分掌する係長の職務又は相当職 
２９４人 ２２.６％ 

５級 相当困難な業務を分掌する係長の職務又は相当職 １０６人 ８.２％ 

４級 １ 係長の職務又は相当職 ２ 主任の職務又は相当職 ４３８人 ３３.７％ 

３級 
高度の知識又は経験を必要とする業 務を行う主事・技師又は

相当職 
１１７人 ９.０％ 

２級 
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事・技師

又は相当職 
４３人 ３.３％ 

１級 一般的な業務を行う主事・技師又は相当職 ３人 ０.２％ 

 

（注）１ 佐賀市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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（４） 職員の手当の状況 
 

 ① 期末手当・勤勉手当（平成１７年度） 

佐 賀 市 国  
区 分 

期 末 手当  勤 勉手当  期 末手当  勤 勉手当  

６月期  1 . 4 0 月 分  

（0.75 月分） 

0 . 7 0 月 分  

（0.35 月分） 

1 . 4 0 月 分  

（0.75 月分） 

0 . 7 0 月 分  

（0.35 月分） 

１２月期  1 . 6 0 月 分  

（0.85 月分） 

0 . 7 5 月 分  

（0.40 月分） 

1 . 6 0 月 分  

（0.85 月分） 

0 . 7 5 月 分  

（0.40 月分） 
支給割合 

計  
3 . 0 0 月 分  

（1.60 月分） 

1 . 4 5 月 分  

（0.75 月分） 

3 . 0 0 月 分  

（1.60 月分） 

1 . 4 5 月 分  

（0.75 月分） 

職制上の段階､職務等級 

による加算措置 
有  有  

  ※6 月期の期末･勤勉手当については、旧市町村において支給しています。 

 

 ② 退職手当（平成１７年度） 

佐賀市 国 
区 分 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤 続 20年  21 . 0 0月 分  27 . 3 0月 分  21.00 月分 27.30 月分 

勤 続 25年  33 . 7 5月 分  42 . 1 2月 分  33.75 月分 42.12 月分 

勤 続 35年  47 . 5 0月 分  59 . 2 8月 分  47.50 月分 59.28 月分 

支
給
割
合 

最 高 限 度  59 . 2 8月 分  59 . 2 8月 分  59.28 月分 59.28 月分 

その他加算措置 
定年早期退職の特例措置  

（２～２０％加算） 

定 年早期退職の特例措置  

（２～２０％加算） 

退職時特別昇給 無  無 

 

 ③ 調整手当（平成１７年１０月１日現在） 

支給対象地域 支給率 支給対象者及び職員数 
国の制度 

（支給率） 

東京都特別区 １２％ 経済産業省等派遣職員  ６人  １２％ 

医 師 ８～１０％ 
佐賀市立富士大和温泉病院

及び三瀬診療所の医師  
７人  １０％ 

 

 



 

- 4 - 

 ④ 特殊勤務手当（平成１７年１０月１日現在） 

職員全体に占める手当支給職員の割合 １８.２％ 

手当の種類 ３１種類 

支給額の多い手当 社会福祉業務手当 

生活扶助に係る指導・相談等及び老人福祉

施設への入所措置に関する業務に従事した

場合 

税務等事務手当 徴収、財産差押、調査・検査に従事した場合 

廃棄物処理作業手当 廃棄物処理作業の業務に従事した場合 

代表的 

な手当 

の名称  多くの職員に支給さ

れている手当 
保健指導業務手当 

結核患者等の家庭を訪問し、保健指導の業

務に従事した場合 

 

 

 ⑤ その他の手当（平成１７年１０月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

扶養手当 

配偶者                                13,500円 

（※平成17年12月1日以降         13,000円） 

扶養親族2人まで    1人につき             6,000円 

3人目以降          1人につき            5,000円 

（配偶者が扶養親族でない場合     1人目   6.500円） 

（配偶者がいない場合             1人目  11,000円） 

（16歳～22歳までの子  1人につき     5,000円を加算） 

同じ 

住居手当 
借家・借間     最高支給限度額          27,000円 

持家          2,000円（新築・購入後５年目までは3,000円） 
一部 
異なる 

通 勤手当  

６箇月定期券代又は通勤距離に応じて支給 

（ただし、 片道2ｋｍ未満は支給なし） 

交通機関利用者         支給限度額   55,000円 

自動車、バイク等利用者        2,200円～38,400円 

一部 
異なる 

管理職手当 

部長級        90 ,000 円 

副部長級      74 ,000 円 

課長級        63 ,000 円 

参事         48,000 円または 40，000 円 

※厳しい財政事情に鑑み、手当額の５～１５％の減額措置を実施していま

す。（減額期間：平成１８年１月１日～平成１９年３月３１日） 

一部 

異なる 
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（５） 特別職の報酬等の状況（平成１８年１月１日現在） 

 

区 分 給 料 月 額 等 

給 料 

市 長 

助 役 

収入役 

８３９,２００円（１,０４９,０００円） 

７４５,２００円（  ８２８,０００円） 

６６４,２００円（  ７３８,０００円） 

※厳しい財政事情を鑑み、市長２０％、助役・

収入役１０％の減額措置を実施しています。 

減額期間：平成１８年１月１日から市長任期

末日の平成２１年１０月２２日まで。 

（ ）内の額は減額前の給料月額 

報 酬 

議 長 

副議長 

議 員 

６９９,０００円 

６１３,０００円 

５５９,０００円 

市 長 

助 役 

収入役 

（平成１７年１２月支給割合）  １.７５月分 

期末手当 
議 長 

副議長 

議 員 

（平成１７年１２月支給割合）  １.７５月分 

算定方式 支給時期 

退職手当 

 

市 長 

助 役 

収入役 

給料月額×50/100×在職月数 

給料月額×30/100×在職月数 

給料月額×20/100×在職月数 

任期満了時 

または退職時 

注   市 長 、助 役 、収 入 役 の 期 末手当及び退職手当については、減 額 後 の 給 料 月 額 をもとに算

出 します。 
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（６） 職員数の状況 
 

 ① 部門別職員数の状況（平成１７年１０月１日現在） 
職員数 区 分 

 
 
部 門 

平成１６年度 平成１７年度 
対 前 年 
増 減 数  

議 会 

総 務 

税 務 

労 働 

農林水産 

商 工 

土 木 

民 生 

衛 生 

－ 

１２ 

３０２ 

９８ 

２ 

９４ 

４５ 

１５６ 

１９９ 

１８２ 

－ 一 般 

行 政 

部 門 

小 計 － １,０９０ － 

教 育 － ２６４ － 特 別 

行 政 

部 門 
小 計 － ２６４ － 

病 院 

水 道 

交 通 

下水道 

その他 

－ 

７９ 

１２２ 

６３ 

６７ 

７７ 

－ 
公 営 

企 業 

会計等 

部 門 
小 計 － ４０８ － 

合 計 － 
１,７６２ 

[１,７９８]  
－ 

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。 
    ２ [      ]内は、条例定数の合計です。 
 

 ② 年齢別職員構成の状況（平成１７年１０月１日現在） 

0

50

100

150

200

250

300

職
　
員
　
数
　

（
人

）

職員数（人） 0 9 72 212 239 218 230 185 183 222 180 12 

構成比（％） 0.0 0.5 4.1 12.0 13.6 12.4 13.0 10.5 10.4 12.6 10.2 0.7 

20歳
未満
20歳
～23歳
24歳
～27歳
28歳
～31歳
32歳
～35歳
36歳
～39歳
40歳
～43歳
44歳
～47歳
48歳
～51歳
52歳
～55歳
56歳
～59歳
60歳
以上
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７ 公営企業職員の状況  

 

（１）水道事業  

①職員給与費の状況  

 ア 決算  

区 分 
住民基本台帳人口 

(H17.3.31) 
歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

平成15年度 

の人件費率 

平成16年度  人 

－ 

千円 

－ 

千円 

－ 

千円 

－ 

％ 

－ 

％ 

－ 

 

 イ 予算（平成１７年１０月１日現在） 

給 与 費 

区 分 
職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

一人当たり 

給与費 

（Ｂ／Ａ） 

平成17年度 

（合併後） 

人 

122 

千円 

259,733 

千円 

61,826 

千円 

113,146 

千円 

434,705 

千円 

3,563 

  （注）１ 職員手当には、退職手当を含みません。 

      ２ 給与費は、合併当初（平成１７年 1０月）に計上された額です。 

 

 ウ 特記事項  

平成１７年１０月１日に、1 市３町 1 村（佐賀市､諸富町､大和町､富士町､三瀬村）により

合併しました。 

 

 

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成１７年１０月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 

佐賀市 

(平成１７年１０月１日現在) 
４２．６歳 ３６８，９１２円 

団体平均 

（平成１７年４月１日現在） 
４４．１歳 ３７５，７６３円 

  ※基本給は、給料及び扶養手当の合計です。 
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③ 職員の手当の状況  

 

 ア 期末手当・勤勉手当（平成１７年度） 

佐 賀 市 国  
区 分 

期 末 手当  勤 勉手当  期 末手当  勤 勉手当  

６月 期  1 . 4 0 月 分  

（0.75 月分） 

0 . 7 0 月 分  

（0.35 月分） 

1 . 4 0 月 分  

（0.75 月分） 

0 . 7 0 月 分  

（0.35 月分） 

１２月 期  1 . 6 0 月 分  

（0.85 月分） 

0 . 7 5 月 分  

（0.40 月分） 

1 . 6 0 月 分  

（0.85 月分） 

0 . 7 5 月 分  

（0.40 月分） 
支給割合 

計  
3 . 0 0 月 分  

（1.60 月分） 

1 . 4 5 月 分  

（0.75 月分） 

3 . 0 0 月 分  

（1.60 月分） 

1 . 4 5 月 分  

（0.75 月分） 

職制上の段階､職務等級 

による加算措置 
有  有  

  ※6 月期の期末･勤勉手当については、旧市町村において支給しています。 

 

 イ 退職手当（平成１７年度） 

佐賀市 国 
区  分 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤 続 20年  21 . 0 0月 分  27 . 3 0月 分  21.00 月分 27.30 月分 

勤 続 25年  33 . 7 5月 分  42 . 1 2月 分  33.75 月分 42.12 月分 

勤 続 35年  47 . 5 0月 分  59 . 2 8月 分  47.50 月分 59.28 月分 

支
給
割
合 

最 高 限 度  59 . 2 8月 分  59 . 2 8月 分  59.28 月分 59.28 月分 

その他加算措置 
定 年早期退職の特例措置  

（２～２０％加算） 

定年早期退職の特例措置  

（２～２０％加算） 

退職時特別昇給 無  無 

 

 ウ 特殊勤務手当（平成１７年１０月現在） 

職員全体に占める手当支給職員の割合 ９１．８ ％ 

手当の種類 ４ 種類 

危険手当 

神野浄水場及び神野第2浄水場に勤務する

職員で、電圧電線作業、電気機械作業、塩

素取扱作業又は水質試験業務に従事する職

員に対し支給 

交替勤務手当 神野浄水場及び神野第2浄水場に勤務する

交替勤務職員に対し支給 

代表的 

な手当 

の名称  

多くの職員に支給さ

れている手当 

選任手当 
法令により選任を必要とする職務に従事し、

管理者が指定した職員に対し支給 
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 エ その他の手当（平成１７年１０月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

扶養手当 

配偶者                                13,500円 

（※平成17年12月1日以降         13,000円） 

扶養親族2人まで    1人につき             6,000円 

3人目以降          1人につき            5,000円 

（配偶者が扶養親族でない場合     1人目   6.500円） 

（配偶者がいない場合             1人目  11,000円） 

（16歳～22歳までの子  1人につき     5,000円を加算） 

同じ 

住居手当 
借家・借間     最高支給限度額          27,000円 

持家          2,000円（新築・購入後５年目までは3,000円） 
一部 
異なる 

通 勤手当  

６箇月定期券代又は通勤距離に応じて支給 

（ただし、 片道2ｋｍ未満は支給なし） 

交通機関利用者         支給限度額   55,000円 

自動車、バイク等利用者        2,200円～38,400円 

一部 
異なる 

管理職手当 

部長級        90 ,000 円 

副部長級      74 ,000 円 

課長級        63 ,000 円 

参事         48,000 円または 40,000 円 

※厳しい財政事情に鑑み、手当額の５～１５％の減額措置を実施していま

す。（減額期間：平成１８年１月１日～平成１９年３月３１日） 

一部 

異なる 

 
 
 

（２）自動車運送事業  

①職員給与費の状況  

 ア 決算  

区 分 
住民基本台帳人口 

(H17.3.31) 
歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

平成15年度 

の人件費率 

平成16年度  人 

－ 

千円 

－ 

千円 

－ 

千円 

－ 

％ 

－ 

％ 

－ 

 

 イ 予算（平成１７年１０月１日現在） 

給 与 費 

区 分 
職員数 

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

一人当たり 

給与費 

（Ｂ／Ａ） 

平成17年度 

（合併後） 

人 

６４ 

千円 

１０２，２２５ 

千円 

４５，４９７ 

千円 

４３，５２９ 

千円 

１９１，２５１ 

千円 

２，９８８ 

   （注）１ 職員手当には、退職手当を含みません。 

       ２ 給与費は、合併当初（平成１７年 1０月）に計上された額です。 
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 ウ 特記事項  

平成１７年１０月１日に、1 市 3 町 1 村（佐賀市､諸富町､大和町､富士町､三瀬村）により

合併しました。 

 

 

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成１７年１０月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 

佐賀市 

（平成１７年１０月１日現在） 
４１.７歳 ２７８，３２９円 

団体平均 

（平成１７年４月１日現在） 
４５.７歳 ３４３，４９４円 

  ※基本給は、給料及び扶養手当の合計です。 

 
 
③ 職員の手当の状況  

 

 ア 期末手当・勤勉手当（平成１７年度） 

佐 賀 市 国  
区 分 

期 末 手当  勤 勉手当  期 末手当  勤 勉手当  

６月 期  1 . 4 0 月 分  

（0.75 月分） 

0 . 7 0 月 分  

（0.35 月分） 

1 . 4 0 月 分  

（0.75 月分） 

0 . 7 0 月 分  

（0.35 月分） 

１２月 期  1 . 6 0 月 分  

（0.85 月分） 

0 . 7 5 月 分  

（0.40 月分） 

1 . 6 0 月 分  

（0.85 月分） 

0 . 7 5 月 分  

（0.40 月分） 
支給割合 

計  
3 . 0 0 月 分  

（1.60 月分） 

1 . 4 5 月 分  

（0.75 月分） 

3 . 0 0 月 分  

（1.60 月分） 

1 . 4 5 月 分  

（0.75 月分） 

職制上の段階､職務等級 

による加算措置 
有  有  

  ※6 月期の期末･勤勉手当については、旧市町村において支給しています。 

 

 イ 退職手当（平成１７年度） 

佐賀市 国 
区  分 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤 続 20年  21 . 0 0月 分  27 . 3 0月 分  21.00 月分 27.30 月分 

勤 続 25年  33 . 7 5月 分  42 . 1 2月 分  33.75 月分 42.12 月分 

勤 続 35年  47 . 5 0月 分  59 . 2 8月 分  47.50 月分 59.28 月分 

支
給
割
合 

最 高 限 度  59 . 2 8月 分  59 . 2 8月 分  59.28 月分 59.28 月分 

その他加算措置 
定年早期退職の特例措置  

（２～２０％加算） 

定年早期退職の特例措置  

（２～２０％加算） 

退職時特別昇給 無  無 
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 ウ 特殊勤務手当（平成１７年１０月現在） 

職員全体に占める手当支給職員の割合 ０％ 

手当の種類 ０種類 

 

 
 エ その他の手当（平成１７年１０月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

扶養手当 

配偶者                                13,500円 

（※平成17年12月1日以降         13,000円） 

扶養親族2人まで    1人につき             6,000円 

3人目以降          1人につき            5,000円 

（配偶者が扶養親族でない場合     1人目   6.500円） 

（配偶者がいない場合             1人目  11,000円） 

（16歳～22歳までの子  1人につき     5,000円を加算） 

同じ 

住居手当 
借家・借間     最高支給限度額          27,000円 

持家          2,000円（新築・購入後５年目までは3,000円） 
一部 
異なる 

通 勤手当  

６箇月定期券代又は通勤距離に応じて支給 

（ただし、 片道2ｋｍ未満は支給なし） 

交通機関利用者         支給限度額   55,000円 

自動車、バイク等利用者        2,200円～38,400円 

一部 
異なる 

管理職手当 

副部長級      74 ,000 円 

課長級        63 ,000 円 

参事         48,000 円 

※厳しい財政事情に鑑み、平成１７年年１０月１日から手当額の２０％の

減額措置を実施しています。 

一部 

異なる 

 
 

 
 


